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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年２月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 不明（平成２４年９月５日 １８時３０分ごろ～６日 ０５時００分

ごろの間） 

発生場所 京浜港横浜第３区大黒ふ頭船だまり物揚場岸壁 

 横浜市所在の横浜大黒ふとう船だまり波除提灯台から真方位０４

８°２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２７.９′ 東経１３９°４０.４′） 

事故調査の経過  平成２４年９月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

作業船 八号やはた、１９.３７トン 

 ２３５－３５７７２神奈川、個人所有 

 １４.３３ｍ（Lr）×３.４６ｍ×１.５５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２０５.９４kＷ、昭和４３年 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年１０月２７日 

  免許証交付日 平成２４年１月２０日 

         （平成２９年３月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室焼損（廃船処理） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、作業員１人を乗せ、平成２４年９

月５日１０時００分ごろ大黒ふ頭船だまり物揚場岸壁を出発し、京浜

港横浜第１区の大桟橋に立ち寄ってパレット２個を積載後、神奈川県

横浜市所在の鶴見つばさ橋下方の鶴見航路を約８.５ノットの速力で

南東進中、船長が主機冷却水温度がふだんより上昇して約１００℃に

達していることを認めた。 

 船長は、冷却海水取入口に何か詰まっているのではないかと思い、

主機の回転数を上下させたりしたが、１１時３０分～４０分ごろ冷却

水温度が更に上昇して１２０℃を超えたため、主機の回転数を下げて

引き返し、大黒ふ頭船だまり物揚場北側の岸壁に着岸してパレット２

個を陸揚げ後、主機を低速で運転して１６時１５分～３０分ごろ同物
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揚場に着岸した。 

 船長は、翌日に修理を行うこととして１８時３０分ごろ本船を離れ

て自宅に戻った。 

 本船は、大黒ふ頭船だまり物揚場に着岸中、６日０５時００分ごろ

警備員が本船から煙が出ているのを発見して消防署に連絡し、船長

は、携帯電話で火災発生の連絡を受けた。 

 本船は、消防署による消火活動により鎮火が確認された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船の機関室は、中央に主機が据え付けられ、その両側が燃料タン

クになっていた。 

 主機の排気は、船首寄り上部に配置された過給機から左舷側燃料タ

ンクの上方を通り、船尾に排出されるようになっており、過給機を出

たのち、冷却海水が注入されて排気管を冷却するようになっていた。 

燃料タンクの上部は貨物倉になっており、燃料タンク上部と貨物倉

床裏の間隔は約１０cmであった。 

 本船の貨物倉床裏は、木材にＦＲＰが張られた材料が使用されてい

た。 

排気管は、直径約６cm の鋳物製であったが、断熱材が巻かれてい

なかった。 

 主機の冷却海水は、船底弁から取り入れられ、こし器を通って各冷

却器及び排気管を冷却するようになっていた。 

 本船は、本事故後、冷却海水系統のこし器の点検を行ったところ、

こし器が目詰まりしているのが認められた。 

 本船は、本事故の数箇月前、それまで乗船していた船長が辞め、船

舶所有者が船長として乗船するようになったが、前の船長が乗船して

いた頃の海水こし器の掃除状況は不明であり、また、本事故時の船長

は、乗船後、こし器の掃除を行っていなかった。 

 本船は、老朽化が激しいことから、火災後、廃船処理された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、京浜港横浜区の鶴見航路を南東進中、船長が、排気管の温

度上昇に気付き、引き返して積荷を陸揚げし、大黒ふ頭船だまり物揚

場に着岸して５日１８時３０分ごろ下船後、６日０５時００分ごろ本

船から煙が出ているところを発見されたので、本船が航行中に主機の

冷却海水こし器が目詰まりし、冷却水が不足して排気管の温度が上昇

したこと、及び排気管に防熱材が巻かれていなかったことから、５日

１８時３０分ごろから６日０５時００分ごろにおいて、大黒ふ頭船だ
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まり物揚場に着岸中に蓄熱された排気管によって排気管上部の貨物倉

床裏が過熱されて出火したものと考えられる。 

 本船は、主機の冷却海水こし器の掃除を行っていなかったことか

ら、こし器が目詰まりして冷却水が不足したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、京浜港横浜区の鶴見航路を南東進中、主機の冷

却海水こし器が目詰まりし、冷却水が不足して排気管の温度が上昇し

たこと、及び排気管に防熱材が巻かれていなかったため、大黒ふ頭船

だまり物揚場に着岸中に蓄熱された排気管によって排気管上部の貨物

倉床裏が過熱されたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・冷却海水系統のこし器を定期的に点検、掃除すること。 

 ・排気管に防熱材を巻くこと。 

 




